
令和６年第６回教育委員会定例会議事日程 

 

 

１ 日 時 

令和６年５月１７日（金） 午前９時３０分から 

 

２ 場 所 

島本町役場 ３階 委員会室 

 

３ 議 事  

第１  会議録確認委員の決定 

第２  第２７号議案 島本町立小・中学校結核対策委員会規則の一部改正につい

て 



 



第２７号 議案  

 

島本町立 小・中 学校結核 対策委 員会規則 の一部 改  

正につい て  

 

 教育長 に対す る事務 委 任規則 （昭和３ ４ 年島 本町教育 委員会 規

則第１号 ）第 １ 条第１項 第１２ 号の規定 に基づ き、議決 を求め ま

す。  

 

令和  ６  年  ５  月１７日 提出  

 

島本町教 育委員 会  

教育長   横  山   寛  
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島本町教 育委員 会規則 第   号  

 

島本町立 小・ 中 学校結核 対策 委 員会規則 の一 部 を改正する

規則  

 

島本町立 小・ 中 学校結核 対策 委 員会規則 （平 成 ２４ 年島 本町 教

育委員会 規則第 ９号）の 一部を 次のよう に改正 する。  

第７条中 「 教 育 こども部 教育 総 務課 」を 「教 育 こども部 教育推

進課」に 改める 。  

附  則  

この規則 は、 公 布の日 か ら施行 する。  

3



 

4



第２７号議案資料  

 

島本町立小・中学校結核対策委員会規則の一部改正について  

 

１  提案理由  

教育こども部内の一部事務分掌の見直しに伴い、所要の改正を行うもの。  

 

２  報告の概要  

教育総務課を教育推進課に改めるもの（第７条関係）。  

 

３  新旧対照表  

 

４  施行期日  

  公布の日  
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